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１．事業概要

位 置 図

凡例

一級河川：国土交通大臣管理

一級河川：東京都知事管理

二級河川：東京都知事管理

準用河川：区市町村長管理

区部・多摩地域界

【事業評価区間】
神田川 杉並区和泉地内及び同区下高井戸地内

荒川

多摩川

丸子川

花畑川

1

神田川



事業評価区間

１．事業概要

流 域 図 河川延長：約24.6km 
流域面積：約105km2

（都市計画延長：20.8km）

一休橋下流（文京区）番屋橋下流（杉並区）下高井戸調節池 本郷橋下流（中野区）
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１．事業概要

航 空 写 真

航 空 写 真 （ 令 和 元 年 1 1 月 撮 影 ） 国 土 地 理 院 H P よ り
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神田川流域河川整備計画

神田川流域おいて、年超過確率1/20※規模の降雨に
対応するため、河川を流れる洪水に対処することとし、
以下の整備を実施する。

（※区部では１時間あたり75mm）

①河道拡幅、河床掘削、自然環境に配慮した整備
河道について、１時間あたり50mm規模の降雨による

計画高水流量を安全に流下させる

②調節池の整備
下高井戸調節池 調節池容量 約30,000㎥

１．事業概要

評 価 対 象 事 業 の 位 置 づ け
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１．事業概要

神田川流域では、年超過確率1/20規模（区部では時間75mm）の降雨に対応するため、時
間50ミリ規模の降雨に対応した河道整備及び調節池整備を行っている。

事業評価区間
・護岸工 L=２４０ｍ
・調節池（貯留量：約３万㎥） 一式

護岸整備率 約88%（令和６年度末時点）

整 備 状 況 図

整 備 断 面 図

凡例

整備済

未整備
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１．事業概要

整 備 イ メ ー ジ

整 備 後

既設護岸は根入れが浅く、
計画河床まで掘削できない

整 備 前

現 況 河 床

計 画 河 床
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１．事業概要

経 緯

計 画 等年 度

都 市 計 画 決 定 （ 当 初 ）昭 和 4 5 年 度

神 田 川 流 域 河 川 整 備 計 画 策 定 （ 目 標 5 0 m m / h ）平 成 2 2 年 度

神 田 川 流 域 河 川 整 備 計 画 改 定 （ 目 標 7 5 m m / h ）平 成 2 7 年 度

神 田 川 大 規 模 特 定 河 川 事 業 新 規 事 業 採 択
（ 国 土 交 通 省 補 助 事 業 等 ）

令 和 元 年 度

神 田 川 流 域 河 川 整 備 計 画 改 定 （ 目 標 7 5 m m / h ）令 和 ４ 年 度
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「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき
補助事業の再評価を実施



２．社会経済情勢等の変化

土 地 利 用 状 況 の 変 化
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昭和30年代初期
市街地 76.4％
自然地 23.6％

平成15年
市街地 97％
自然地 3％



２．社会経済情勢等の変化

過 去 の 水 害 実 績

（神田川 高砂橋付近）
○平成5年８月の水害時の状況

原因被害額(千円)
浸水棟数（棟）

浸水面積（ha）水害名年月日
床上床下

溢水・内水-1,1191,55051.8大雨（雷雨）H1.8.1

溢水・内水-19787028.5台風18号H3.9.18～20

溢水・内水20,731,2561,4353,271117.1台風11号H5.8.27

溢水・内水26,754,2442,2361,265125.9集中豪雨Ｈ17.9.4～5

溢水・内水582,75976753.3集中豪雨Ｈ26.7.24

溢水・内水159,8061050.2台風2号R5.6.3

※表内は神田川流域全体における、平成元年以降に溢水被害があったものを表示
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平成17年9月4日集中豪雨

：H17.9.4出水 浸水範囲



３．事業の投資効果

■計算の諸条件について

諸条件項目

治水経済調査マニュアル（案） 令和６年４月 国土交通省準拠基準１

平成２７年～令和２７年（約３０年間）【河川整備計画における整備期間】事業期間２

神田川流域対象範囲３

河道、調節池対象施設４

10



３．事業の投資効果

■費用便益比の算定フロー概略図

①資産データの算定

氾濫シミュレーション（下表）により施設整備前後で
の浸水区域に含まれる資産データを算定

③年平均被害軽減期待額の算定

②から年平均被害軽減期待額を算定

⑤総費用（Ｃ）の算定

事業費及び維持管理費を現在価値化し、総費用
(C)を算定

④総便益（Ｂ）の算定

③及び残存価値を現在価値化し、総便益(B)を算定

⑥経済性の評価

④,⑤より費用便益比（B/C）を算定

【 便 益 】 【 費 用 】

②被害額の算定

①及び氾濫シミュレーションによる浸水深から求ま
る浸水深別被害率を用いて被害額を算定

整備目標無害流量条件

75mm/h（確率1/20）40mm/h（確率1/2）全体事業

75mm/h（確率1/20）40mm/h（確率1/2）残事業 11

事業の費用対効果分析の確認として、治水経済調査マニュアル（案）に沿って、費用便益比を算定

＜年平均被害軽減期待額算出条件＞



３．事業の投資効果

■被害額の算出方法

算出方法と根拠（治水経済調査マニュアル 案 より） 対象区域

家屋 被害額＝（延床面積）×（評価額）×（浸水深に応じた被害率）

家庭用品
被害額＝（世帯数）×（評価額（自動車以外））×（浸水深に応じた被害率（自動車以外））＋
　　　 　 　（世帯数）×（評価額（自動車））×（浸水深に応じた被害率（自動車））

事業所償却・在庫資産 被害額＝（従業者数）×（評価額）×（浸水深に応じた被害率）

農漁家償却・在庫資産 被害額＝（農漁家戸数）×（評価額）×（浸水深に応じた被害率）

被害額＝（農作物資産額）×（浸水深及び浸水日数に応じた被害率）

被害額＝（一般資産被害額）×（一般資産被害額に対する被害比率）

被害額＝（従業者数）×（(浸水深に応じた営業停止日数＋停滞日数)／2）×（付加価値額）

家庭における応急対策費用
（清掃労働対価)

清掃労働対価＝（世帯数）×（労働対価評価額）×（浸水深に応じた清掃延日数）

家庭における応急対策費用
（代替活動等に伴う支出増)

代替活動等に伴う支出増＝（世帯数）×（浸水深に応じた代替活動等支出負担単価）

事業所における応急対策費用 事業所における応急対策費用＝（事業所数）×（浸水深に応じた代替活動等支出負担単価）

国・地方公共団体における応急対策費用
（水害廃棄物の処理費用）

国・地方公共団体における応急対策費用＝
（家庭用品被害額）×（水害廃棄物処理費用の家庭用品被害額に対する比率）

洪水流の
氾濫区域に適用

被害項目

直
接
被
害

一
般
資
産
被
害

農作物被害

公共土木施設等被害

営業停止損失

間
接
被
害

応
急
対
策
費
用
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３．事業の投資効果

定 量 的 効 果 【 費 用 対 効 果 分 析 】

【 河 川 改 修 事 業 に 関 す る 総 便 益 （ B ） 】

河川改修事業に係る便益は、時間75㎜降雨時の氾濫面積約226haによる被害が解消できるものとして、

年平均被害軽減額を計上

【 河 川 改 修 事 業 に 関 す る 総 費 用 （ C ） 】

河 川 改 修 事 業 に 係 る 事 業 費 及 び 維 持 管 理 費 を 計 上

○残事業●全体事業

約3 , 4 7 0億円約4 , 4 1 3億円事業費①

約3 8 0億円約4 3 2億円維持管理費②

約3 8 5 0億円約4 , 8 4 5億円総費用（①+②）

○残事業●全体事業

約5 , 4 3 6億円約6 , 7 7 9億円被害軽減効果①

約3 1億円約3 6億円残存価値②

約5 , 4 6 7億円約6 , 8 1 5億円総便益（①+②）

【 費 用 便 益 比 （ B ／ C ） 】

便 益 の 現 在 価 値 化 の 合 計 ＋ 残 存 価 値

建 設 費 の 現 在 価 値 化 の 合 計 ＋ 維 持 管 理 費 の 現 在 価 値 化 の 合 計
=

全体事業：1 .4
残事業：1 .4
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※ 現 在 価 値 化 後

※ 現 在 価 値 化 後



３．事業の投資効果

定 性 的 評 価 【 貨 幣 換 算 が 困 難 な 効 果 等 に よ る 評 価 】
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評価区間を含めた一連の河川事
業により、
浸水する社会福祉施設数、主要
な道路、鉄道等を減少させことが
期待される。

航 空 写 真 （ 令 和 元 年 1 1 月 撮 影 ） 国 土 地 理 院 H P よ り

：浸水想定範囲

避 難 所 、 教 育 施 設

幹 線 道 路 、 保 育 園 、
介 護 施 設 、 物 流 施 設



３．事業の投資効果
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護 岸 整 備 に 伴 い 設 置 す る 管 理 用 通 路 の 一 般 開 放 に よ る 通 行 者 の 利 便 性 や

調 節 池 整 備 に 併 せ て 整 備 す る 公 園 （ 区 立 ） に よ り 、 管 理 用 通 路 の 通 行 者 と の

回 遊 性 の 向 上 が 期 待 で き 、 う る お い の あ る 水 辺 空 間 を 身 近 に 感 じ る こ と が で き る 。

定 性 的 効 果 【 親 水 性 の 向 上 】

調節池整備イメージ管理用通路整備イメージ



４．事業の進捗状況

事 業 の 進 捗 状 況 等
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○ 護 岸 整 備 の 進 捗
令 和 ２ 年 度 ～ 令 和 ６ 年 度 末 ま で 整 備 率 ２ ７ ． ５ ％
（ 全 体 延 長 ２ ４ ０ ｍ の う ち ６ ６ ｍ 整 備 済 み ）

○ 調 節 池 整 備 の 進 捗
令 和 ２ 年 度 ～ 令 和 ６ 年 度 末 ま で 本 体 工 事 完 了

○ 残 事 業
・ 護 岸 整 備 １ ７ ４ ｍ

R7工事箇所

護岸整備 L=240ｍ

凡 例

整備済箇所
（～令和元年）

整備済箇所【単費】
（令和２年～）

未整備箇所



５．事業の進捗の見込み

事 業 の 進 捗 の 見 通 し

架 替 予 定 橋 梁 （ 番 屋 橋 ）

【 護 岸 整 備】

・ 支 障 物 移設や施工 ヤー ドの借地等に かかる協 議、調整が

完 了 し た た め 、令和７年度に 工事着手 す る。

護 岸 整 備 予 定 箇 所 （ 番 屋 橋 下 流 ） 17



６．コスト縮減や代替案立案等の可能性

コ ス ト 縮 減

代 替 案 立 案 等 の 可 能 性

・ 現 時 点 では、新工法の 採用や、事業手 法及び 施設 規模の見直し の

可 能 性 は ないと 考えている。

・ 現 場 発 生土の再利 用や仮設材を 工事間 流用す る等コ スト 縮減 に

努 め て いく 。
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• 神田川は流域全体が高度に市街化されており、水害による被害が発生している。

さらに、近年多発する局地的な集中豪雨等により、流下能力の不足している未

改修区間において溢水の危険性が増大している。

• 河川整備においては、うるおいと安らぎを与える空間及び生物と人が共生できる

良好な河川景観・親水空間の創出も求められている。

神田川では、治水上の安全性を確保するとともに、河川環境の向上に努めた

川づくりを進めていくため、現計画に基づき事業を促進することが必要である。

継 続

７．対応方針（原案）
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